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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内腔を経由して標的部位へ挿入するためにサイズ設定された第１の可撓性の挿入部
材と、
　前記挿入部材に結合された針であって、組織を貫通するための針と
　を備え、
　前記針は、その中を通って軸方向に延在する孔を含み、
　前記針は、前記針の長手方向の少なくとも第１の部分に沿って前記針の中に形成された
、可撓性を高める複数の溝を含み、
　前記複数の溝のうちの少なくとも１つは、前記針の円周方向の一部分にあり、前記複数
の溝のうちの少なくとも１つは、前記溝が存在しない前記針の部分における第２の針の壁
の厚さよりも薄い第１の針の壁の厚さを有し、前記複数の溝のうちの前記少なくとも１つ
における前記第１の針の壁の厚さは、前記針の前記孔と前記複数の溝のうちの前記少なく
とも１つとの間の流体連絡を防止する、内視鏡機器。
【請求項２】
　前記複数の溝のうちの少なくとも第１の溝は、前記針の外表面から前記孔までを貫通す
る、請求項１に記載の機器。
【請求項３】
　前記複数の溝は、前記針の長手方向軸に対して実質的に垂直な面内に形成されている、
請求項１に記載の機器。



(2) JP 5497296 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記複数の溝のそれぞれは、前記針の円周方向の一部分のみの周りに延在する、請求項
１に記載の機器。
【請求項５】
　前記針の円周方向の一部分にある前記複数の溝は、前記複数の溝の中間点が実質的に螺
旋形の経路に沿って延在するように配置されている、請求項４に記載の機器。
【請求項６】
　前記複数の溝は、相互に実質的に等間隔に配置されている、請求項１に記載の機器。
【請求項７】
　前記複数の溝の間隔は、前記第１の部分の長さに沿って変化する、請求項１に記載の機
器。
【請求項８】
　前記第１の挿入部材は、内視鏡の作業チャネルを経由して挿入されるようにサイズ設定
されている、請求項１に記載の機器。
【請求項９】
　第２の可撓性の挿入部材をさらに備え、前記第１の挿入部材が前記第２の挿入部材の中
に摺動可能に受容される、請求項１に記載の機器。
【請求項１０】
　前記孔は、貫通した組織に流体を注入するために、遠位開口部にまで延在し、流体はま
た前記第１の溝を経由して組織に供給される、請求項２に記載の機器。
【請求項１１】
　前記第１の挿入部材は第１の材料で形成され、前記針は前記第１の材料よりも剛な第２
の材料で形成される、請求項１に記載の機器。
【請求項１２】
　前記針の前記第１の部分を覆う無孔コーティングをさらに含む、請求項１に記載の機器
。
【請求項１３】
　内視鏡手技において使用される針を形成する方法であって、
　第１の剛性を有する材料で針を作製することであって、前記針は、その中を通って軸方
向に延在する孔を含む、ことと、
　前記針の長手方向の第１の部分の可撓性を増加するために、前記針の長手方向の少なく
とも第１の部分に複数の溝を形成することと
　を含み、
　前記複数の溝のうちの少なくとも１つは、前記針の円周方向の一部分にあり、前記複数
の溝のうちの少なくとも１つは、前記溝が存在しない前記針の部分における第２の針の壁
の厚さよりも薄い第１の針の壁の厚さを有し、前記複数の溝のうちの前記少なくとも１つ
における前記第１の針の壁の厚さは、前記針の前記孔と前記複数の溝のうちの前記少なく
とも１つとの間の流体連絡を防止する、方法。
【請求項１４】
　前記複数の溝のうちの少なくとも第１の溝は、前記針の外表面から前記孔までを貫通す
る、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記複数の溝は、前記針の長手方向軸に対して実質的に垂直な面内に形成されている、
請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記複数の溝のそれぞれは、前記針の円周方向の一部分のみの周りに延在する、請求項
１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記針の円周方向の一部分にある前記複数の溝は、前記複数の溝の中間点が実質的に螺
旋形の経路に沿って前記針の周りに延在するように配置されている、請求項１６に記載の
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方法。
【請求項１８】
　前記複数の溝は、相互に実質的に等間隔に配置されている、請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　前記複数の溝の間隔は、前記第１の部分の長さに沿って変化する、請求項１３に記載の
方法。
【請求項２０】
　無孔コーティングを前記針の前記第１の部分に適用することをさらに含む、請求項１３
に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　従来の硬化療法用カテーテルは、その遠位端を越えて延長可能かつ引き込み可能の針を
含む。このようなカテーテルは、一般的に、体内の所望の箇所に位置する内視鏡を経由し
て挿入される。カテーテルは、カテーテルの遠位端が内視鏡の遠位端を越えて延在するま
で、この内視鏡を経由して遠位に押される。次いで、針がカテーテルから延びて標的組織
に挿入され、そこに硬化剤が投与されることで、標的組織を厚くし、または硬化させる。
【０００２】
　このような硬化療法用カテーテルと組み合わせて一般的に用いられる針は、硬くて、内
視鏡内でのカテーテルの操作性を妨げる。また、これらの針は、首尾よく組織を穿刺して
硬化剤を投与することができるように、しばしば、少なくとも１ｃｍの長さを有する。針
の剛さおよび長さは、内視鏡を経由して、および／または生体内腔を経由して硬化療法用
カテーテルを導こうとするときに、問題を生じさせる。すなわち、内視鏡を経由してカテ
ーテルを前進させるために、きつい半径のまわりに硬化療法用カテーテルを曲げる必要が
ある場合には、針が露出してカテーテルおよび／または内視鏡を穿刺する可能性がある。
一部の場合には、針は、硬化療法用カテーテルがきつい半径を通過する動きを妨げること
がある。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明は、生体内腔を経由して標的部位へ挿入するためにサイズ設定された第１の可撓
性の挿入部材と、挿入部材に連結された組織を貫通するための針とを備える、内視鏡機器
に関し、針は、少なくとも針の長さの第１の部分に沿って形成された、可撓性を高める複
数の溝を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００４】
　本発明は、以下の説明および添付図面を参照してさらに理解され得る。同じ構成要素に
は同じ参照符号が付される。本発明は、本明細書において硬化療法に関して記述されてい
るが、当業者は、本発明によって構成された可撓性の針が、可撓性を高めた針を必要とす
る任意の手技に（例えば、きつい半径に沿って曲げるために）用いられ得ることを、理解
する。さらに、本発明は、本明細書において特に針に関して記述されているが、当業者は
、本発明の教示が、内視鏡を経由して挿入される硬質材料で形成される様々なアイテムに
対して、同じ方法で適用され得ることを、理解する。例えば、ヘマクリップ（ｈｅｍａｃ
ｌｉｐ）、Ｅｎｔｅｒｙｘ（登録商標）針、細針、吸引針、および組織獲得のためのコア
リング針は、針３５に対して本明細書に記述されたものと同じプロセスを使用することで
、より可撓性のあるものとすることが可能である。さらに、所望のコラム強度を達成する
ために硬質材料でしばしば形成されるが、標的組織に到達するために蛇行した経路を通る
必要がある、全ての胃腸管系用機器およびその他の医療機器は、本発明の教示を使用する
ことで、より可撓性のあるものとすることが可能である。
【０００５】
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　図１に示されるように、カテーテル５は、外側シース１０と、内側シース１５とを含む
。内側シース１５および外側シース１０の両方は、例えば、プラスチックポリマー管で形
成することが可能であるが、類似した特性（例えば、可撓性、生体適合性など）を有する
他の材料を使用することが可能である。針３５は、例えば、針３５の近位端を内側シース
１５の遠位端に機械的に捲縮することによって、内側シース１５に取り付けられる。代替
的に、または加えて、接着剤１８を針３５の近位端に塗布して、内側シース１５に接合す
ることが可能である。針３５の第１の所定の長さ３２が、内側シース１５に近位に向けて
挿入され、第２の所定の長さ３４が、内側シース１５の遠位端から遠位方向に延在して残
される。一実施形態では、第１の所定の長さ３２はほぼ３～４ｍｍであり、第２の所定の
長さ３４はほぼ５～６ｍｍである。
【０００６】
　内側シース１５は外側シース１０の内腔内に摺動可能に受容され、内側シース１５に対
する外側シース１０の位置が、ユーザによって操作され得る。内視鏡を経由したカテーテ
ル５の挿入および引き込み中には、外側シース１０の遠位端が針３５の遠位端を越えて延
在するまで、外側シース１０が内側シース１５に対して遠位に前進されて、針３５が内視
鏡の壁をこすったり、穿刺したり、または他の損傷を与えることを防止することによって
、針３５および内視鏡を保護する。
【０００７】
　内視鏡が標的組織に対する所望の部位に配置された後に、外側シース１０および内側シ
ース１５は、内視鏡の遠位端から遠位に突出するように互いに前進される。次いで、外側
シース１０を近位に引き戻すことによって、針３５が露出される。当業者は、代替的に、
外側シース１０および内側シース１５を互いに内視鏡の遠位端まで移動させて、その後内
側シース１５を外側シース１０に対して延在させることによって、針３５を露出させるこ
とが可能であることを、理解する。内側シース１５および外側シース１０は、好適にも、
使用中に体外に留置されるアクチュエータを介して、相対的かつ相互に移動される。この
アクチュエータは、任意の標準的なアクチュエータであり得るが、当業者によって理解さ
れるように、スプールまたはフィンガーループハンドルなどの片手で操作できる機器であ
ることが好ましい。針３５は、露出されると、内側シース１５をさらに遠位に前進させる
ことによって標的組織に挿入される。この時点で、治療剤（例えば、硬化剤）を標的組織
に注入することが可能である。
【０００８】
　針３５を標的組織へ首尾よく挿入するためには、針３５の第２の所定の長さ３４を少な
くともほぼ３ｍｍまたは１０ｍｍとする必要があり得る。内側シース１５への取り付けに
必要な針の長さ２～５ｍｍを考慮すると、針３５の全長は約１．５ｃｍとなる。
【０００９】
　本発明によれば、可撓性を高めるために、複数のスロット２０が針３５の所定の部位に
形成される。このスロット２０は好適にも、以下に詳述するように、針３５を構成する材
料の一部を除去することによって形成される。スロット２０は、針３５に沿って一定間隔
で形成されるか、または異なる距離だけ離間されることが可能であり、それによって、選
択された領域の可撓性を高め、一方で、他の部分を相対的に剛なままとする。加えて、ス
ロット２０を針３５の外周全体を囲むように形成して、全方向において実質的に等しい可
撓性を達成するか、または片側のみに形成して、一方向において別の方向よりも大きな可
撓性を持たせることが可能である。しかしながら、スロット２０が針３５の円周方向に形
成された実施形態は、全方向において実質的に均一である十分な可撓性を達成するために
好ましい。このように針３５の可撓性を高めることで、内視鏡内の急な屈曲部周辺のナビ
ゲーションを容易にし、針３５が内視鏡の壁をこすったり貫通したりするような危険性を
最小限に抑える。
【００１０】
　スロット２０のサイズおよび間隔は、針３５を、体内の標的経路をナビゲートするため
に必要な曲線を通過して押すことができ、この針が標的組織を貫通するに十分な所定の軸
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方向強度を保持するように、選択される。内側シース１５および外側シース１０が一緒に
前進するときに、外側シース１０が針３５にある程度の支持を加えることを、当業者は理
解する。したがって、針３５の可撓性は、外側シース１０無しで実現可能な程度を越えて
、高めることが可能である。
【００１１】
　針３５の第１の所定の長さ３２の中のスロット２０はまた、接着剤１８を受けることも
可能である。スロット２０は、接着剤１８の握持および保持のための機械的ロックとして
作用し、それによって、内側シース１５へのより強固な取り付けを提供する。従って、内
側シース１５は、一般的な医療用針に対するよりも、スロット２０によって針３５の近位
端に確実に接合され得る。スロット２０は、接着剤または捲縮がない部分では可撓性を保
持する。しかしながら、結果的に、針３５の可撓性は、露出された第２の所定の長さ３４
と比較して、第１の所定の長さ３２において低下し得る。この部分に必要な長さはわずか
２～５ｍｍであるので、可撓性の低下は問題にはならない。代替案として、接着剤、捲縮
、または他の取り付け手段を可撓性とすることが可能であり、かつ、針３５のこの部分に
もスロットを付けることが可能であるために、この部分もまた可撓性を高めることができ
る。しかしながら、取り付け手段が比較的硬い場合の実施形態においても、それが内側シ
ース１５と連結された部分は十分に短かいので、狭い内腔内の最も急な屈曲部であっても
比較的容易に通過することを、当業者は理解する。
【００１２】
　スロット２０を作成するための推奨される方法は、コンピュータ制御のスロット研削技
術を使用したものである。この研削技術は、コンピュータを用いて、針３５に作製される
切り込みの長さを制御する。このプロセスを使用して、好適にもスロット２０を所定の幅
（例えば、０．００３インチ～０．００４インチ、すなわち、約０．０７５ｍｍ～０．１
０ｍｍ）に研削する。このプロセスは、米国特許第６，７６６，７２０号に詳述されてお
り、その全ての開示は、全体として本明細書において参考として援用される。
【００１３】
　スロットは、硬質材料に制御された様態の可撓性の特性を与えることができる。すなわ
ち、硬質材料の一部は選択的に研削除去され得、それによって、スロットを作成し、これ
らのスロットは、所望の程度の可撓性を達成するように、その一方では、他の領域を比較
的硬いままに残すか、または多少の可撓性を持たせるように、サイズおよび間隔を設定す
ることが可能である。加えて、片側だけを研削することによって、材料は、一方向に可撓
性を持たせ、他の方向には比較的硬くすることが可能である。スロットを針３５の軸に沿
った選択領域内にのみ配置することによって、針３５の予め選択された領域においては所
望の可撓性が得られ、一方で、針３５の他の領域においては剛性を保持することが可能で
ある。研削プロセスは、比較的小径の管と共に、非常に大径の管に対しても行うことが可
能である。さらに、形成される針３５または他の機器に所望される特性に基づいて、スロ
ットは、螺旋形の経路に沿って形成されるか、あるいは針３５または他の機器の長手方向
軸に実質的に平行に形成され得ることを、当業者は理解する。加えて、スロットの形状は
、スロットごとに変化することが可能である。
【００１４】
　コンピュータ制御のスロット研削を用いて針３５内にスロット２０を作成することが可
能であるが、他の方法を使用することも可能である。例えば、一実施形態では、レーザが
スロット２０を作製するために使用され得る。レーザを用いて、正確かつ最小限の損傷（
例えば、破断）またはゆがみ（例えば、圧縮）で、より入り組んだ複雑な形状を針３５に
切り込むことが可能である。針３５にスロット２０を作成するために使用され得る他の方
法は、穿孔、高圧水切削、フォトエッチングなどを含む。本発明の別の実施様態では、針
３５およびスロット２０は、成形プロセス（例えば、射出成形、吹き込み成形など）によ
って作成され得る。すなわち、針３５は、強力ポリマーおよび／または強化ポリマーで作
製され得る。かくして、スロット２０は、成形プロセスによって画定されたパターンに従
って配置され、サイズ設定され、かつ成形される。
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【００１５】
　好適な一実施形態では、針３５は、形状記憶合金（例えば、ニチノール製皮下注射管）
、または高張力を有する類似の材料で作成される。高張力級のニチノールは、破断するこ
となく大きな撓曲に耐え、または通常の動作環境下で永久屈曲に耐え得るので、他の材料
で構成されたものよりも、針３５をより使いやすいものとする。ニチノールは、針３５の
組成物に好適な材料であるが、他の材料も適切でありコンピュータ制御の研削プロセスに
適合する。例えば、研削プロセスは、硬質ポリマー（例えば、プラスチックポリイミド）
、強化材料、ステンレス鋼編組強化管などに対して行うことが可能である。
【００１６】
　当業者に理解されるように、針３５の可撓性は、スロット２０の形状および位置の変化
によって操作され得る。図２は、針３５に沿って複数のスロット２０を研削し、針３５の
部分的な円周方向セクションを切除することによって形成されたパターンを示す。これら
の部分的な円周方向の切除部分は、可撓性を高め、一方で高い強度を保持するように、針
の長さに沿って所定の間隔で配置される。図２に関して、針３５の遠位端が近位端から完
全に切り離されないようにするためにセグメント５０を完全に残して、狭い円周方向セク
ション５５が針３５から取り除かれる。隣接する切除部分６０では、完全に残されるセグ
メントは、針３５の長手方向軸に関して元の残りのセグメント５０とは略正反対に位置す
る。次の隣接する部分的な円周方向の切除部分６５は、残されるセグメント７０が元の残
されるセグメント５０とほぼ同じレベルではあるが、そこからわずかに垂直にずれるよう
に、配置される。図２に示されるように、残りのセグメントが軸に沿って略均等に配置さ
れ、実質的に螺旋形の経路に沿って針３５の本体の周辺を包み込むように、スロット２０
によって針３５にパターンが形成される。このパターンは、内視鏡および生体内腔を経由
してのナビゲーションに好適な、全方向において略等しい、撓曲性をもたらす。
【００１７】
　図１および図２に関連して上述したスロット２０は、任意で、針３５の孔２２に達する
まで貫通することが可能である。代替的に、スロット２０の深さは、中空針３５の壁の厚
さ未満とすることが可能である。スロット２０の深さが針３５の壁の厚さ未満のときには
、針３５の壁は、針３５の他のセクションに対して、スロット２０において実質的に薄く
なり、それによって、針３５のこれらの部分の可撓性が高まり、一方で、針３５の内腔の
完全性を保持する。これによって、当該の針３５の内腔に供給される流体が送達される部
位の、より正確な制御が可能となる。さらに、薄いセクションが針３５の遠位端を近位端
に接続するので、当該のスロット２０は、必要に応じて、円周方向全体に形成することが
可能である。したがって、この実施形態は、針３５に空隙を作成することなく可撓性を高
める。針３５の長さに沿った任意の所望の可撓性および／または流体供給特性を達成する
ために、スロットの深さが針３５の長さに沿って変化し得ることを、当業者は理解する。
【００１８】
　図２に示されるように、スロットは、針３５の外周の大部分にわたって延在する、実質
的に矩形の形状に作成される。しかしながら、このスロットは、代替の形（例えば、楕円
形、多角形など）とすることが可能であり、また、針３５の外周の様々な部分に延在する
ようにサイズ設定することが可能である。スロットのサイズまたは形状の変化は、針３５
の可撓性に相応の影響を及ぼし得る。
【００１９】
　スロット２０のサイズおよび形状は、針３５の可撓特性に影響を及ぼし得るので、スロ
ット２０の配置およびそれらの間の分離間隔もまた大きな影響を有し得る。例えば、針３
５の一部分に複数のスロット２０を集中させると、その部分における針３５の可撓性を大
幅に高めることが可能である。しかしながら、針３５のその部分は、長手方向の剛性をあ
る程度失うことにもなる。同じ数のスロット２０が、針３５のより長いセクションに沿っ
て互いにより長い間隔で配置される場合には、反対となる。しかしながら、針３５全体は
、スロットが密に集中した領域の外の針３５の領域よりも高いレベルの可撓性を有する。
針３５のどのセクションも、上述のスロットが密に集中した領域ほどの可撓性を有しない
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。
【００２０】
　図１および図２に示されるスロット２０は、針３５の長手方向軸に対して実質的に垂直
な面内に配置される。別の実施形態では、スロット２０は、長手方向軸に対して様々な角
度を向いた平面内に延在し得る。針３５の長手方向軸に対する角度の好適な範囲は、概ね
４５°と９０°との間にある。
【００２１】
　再度図１を参照して、針３５は、標的組織への貫通を容易にする遠位端３０を有する。
針３５は、流体がそこを通って近位または遠位に移動することが可能な中空孔２２をも含
む。例えば硬化療法では、流体は、先端３０の近くの出口で針３５から流出する。従って
、針３５が標的組織に挿入されると、薬剤は、針３５の遠位端からそこへ注入される。そ
の放出の性質によって、注入された流体の流れは、針３５が向いている方向の標的領域一
部と直ちに接触する。流体は、そこから残りの標的組織へ拡散する。本発明の可撓性の針
の利点は、流体が針３５に沿って形成されたスロット２０からも流出し、流体を標的組織
全体に広範囲に拡散し得ることである。
【００２２】
　可撓性であるが多孔質ではない針３５が望まれる場合には、孔２２へ貫通するあらゆる
スロット２０が封止され得る。本発明の一実施形態では、スロット２０は、針３５を軟質
ポリマーに浸漬することによって封止され得る。このポリマーは、好適にも孔２２を塞ぐ
ことなくスロット２０を覆う。その結果として、薄いポリマーコーティングで封止された
、遠位端に出口を有する針３５は、上述の多孔質針３５と実質的に同じ可撓特性を有する
。別の例示的な実施形態では、針３５の周囲に薄いシースが摺動可能に受容され、それに
よって、スロット２０を封止し得る。当業者に理解されるように、このシースは、針３５
が所望の可撓性を保持するように、選択された剛性を針３５に与えるように形成され得る
。
【００２３】
　図３、図４、および図５に示されるように、針３５の遠位端は、所望の用途に対して最
も好適な形状とすることが可能である。図３は、標準的な医療用先端、すなわち「ランセ
ット先端」を有する針８２を示す。針８２の遠位端は、鋭利な先端９０を形成するように
成形される。図３に示されるように、鋭利な刃縁（ｃｕｔｔｉｎｇ　ｅｄｇｅ）８５が、
針８２の長手方向軸に対してある角度を成して（例えば、約１５°）形成される。好適に
も、鋭利な刃縁８５の角度は、針３５の直径を鋭利な刃縁８５の長さによって割った値と
、ほぼ等しくなり得る。鋭利な刃縁８５は、ランセット先端のヒール８０とつながる。ヒ
ール８０は、針３５の長手方向軸に対してある角度を成して形成され得、その角度は、業
界内での標準的な針の仕様に従い、鋭利な刃縁８５によって形成される角度よりも小さい
。
【００２４】
　図４は、針１０２が内視鏡を通って前進するときに、その内腔壁を穿刺する可能性を低
減する、偏向した（ｄｅｆｌｅｃｔｅｄ）先端１０５を有する針１０２を示す。偏向した
先端１０５はまた、針１０２の孔１１０が遮られないようにすることを補助する。例えば
、図３に示されるようなランセット先端の針８２を標的組織に導入するときに、鋭利な刃
縁８５を伴った大径の出口によって、ほぼ針８２の直径の組織切片が切除されることがあ
る。切除された組織切片は、次いで標的組織内に孔を残して、針孔９５内に収容され得る
。図４の先端１０５の偏向は、先端１０５を鋭利な刃縁１００の方に寄せる。従って、中
空孔の出口１１０は、針１０２の長手方向の形状により近く整合される。先端１０５が針
１０２の反対側の表面とほぼ同じ面上に位置し、鋭利な刃縁１００が標的組織の表面に直
接当らないので、針１０２はよりスムーズに組織を貫通する。穿刺によって組織内に作成
された孔の直径は、針１０２が組織切片を切除することなく挿入されるにつれて、針１０
２の直径にまで徐々に増加する。したがって、孔は閉じ、組織はより容易に癒合する。
【００２５】
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　図５は、偏向したガイド先端１２５を有する針１２２を示す。この針１２２は、図４の
針１０２の全ての利点を有する。例えば、中空孔１３０の出口は、針１２２の長手方向の
形状により近く整合され、したがって、鋭利な刃縁１２０は、標的組織の表面に直接当た
らず、針１２２のスムーズな貫通を可能にする。加えて、この針１２２の先端１２５は針
１２２の軸の方へ湾曲しており、針１２２が内視鏡を通過するときに、内腔壁に損傷を与
える危険性を低減する。
【００２６】
　図６に示される代替的な実施形態では、注入カテーテル５は、内視鏡１７０の作業チャ
ネル１６５を通って摺動する。この内視鏡は、例えば、洗浄システム１６４と、内視鏡１
７０の挿入、位置決め、および手技の実行を容易にする少なくとも１つの光学システム１
６２とのようなデバイスを含む、標準的な内視鏡であり得る。内視鏡１７０は、単用の内
視鏡でも、または従来の多目的内視鏡でもあり得る。内視鏡１７０は、生体内腔内に配置
され（例えば、自然発生的なオリフィスを介して）、標的領域に隣接して位置決めされる
。当業者に理解されるように、光学システム１６２、洗浄システム１６４、およびシリン
ジ１７５は、医療用ルアーアダプタ１８０を介して内視鏡１７０に接続される。注入カテ
ーテル５は、外側シース１０の中に、内側シース１５に取り付けられた針３５を含む。従
来の硬化療法用の針と同様に、針３５は、必要に応じて、内視鏡１７０の近位端に位置す
るマニピュレータ１８５を介して、延長および引き込みが行われる。マニピュレータ１８
５は、片手または両手で操作可能なデバイスであり得る。追加的または代替的に、マニピ
ュレータ１８５は、自動制御および／またはコンピュータ制御とすることが可能である。
引き込み位置にあるときには、針３５は、外側シース１０の中に収容される。針３５が延
長され外側シース１０の遠位端から露出されると、ユーザは、針３５を標的組織に挿入し
、シリンジ１７５から標的組織に流体を注入することが可能である。流体が標的組織に投
与された後に、針３５は引き込まれ、内視鏡１７０を介して引き戻される。
【００２７】
　本発明の別の例示的な実施形態では、針３５および／または注入カテーテル５は、内視
鏡１７０の一部であり得る。すなわち、針３５および／または注入カテーテル５は、内視
鏡１７０の常時固定器具であり得る。本実施形態は、本発明を単用の内視鏡へ組み込むに
際して、実用的なものとなり得る。
【００２８】
　本発明の別の例示的な実施形態では、針３５は、内視鏡の付属品の一部であり得る。例
えば、針３５は、針３５を内視鏡のアクチュエータまたは制御器に連結する一般的なデバ
イス接続により、内視鏡の遠位端に（例えば、スナップオン式連結によって）取り付けら
れたカップの一部であり得る。例えば、針３５は、内視鏡の遠位端と内視鏡の近位のアク
チュエータとの間に延在する制御ワイヤに接続され得る。
【００２９】
　本発明が、特定の例示的な実施形態を参照して説明された。細部において、特に形状、
サイズ、材料、および部品の配置に関しての変更が、本発明の範囲を逸脱することなく行
われ得ることを、当業者は理解する。従って、特許請求の範囲に記載される本発明の最も
広義の範囲から逸脱することなく、種々の修正および変更を行うことが可能である。それ
故に、本明細書および図面は、限定的な意味にではなく、例示的なものとみなされるべき
である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は、本発明による、カテーテルの中の針の例示的な実施形態の側面図を示す
。
【図２】図２は、本発明による、針の詳細図を示す。
【図３ａ】図３ａは、本発明による、針の例示的な実施形態の側面図を示す。
【図３ｂ】図３ｂは、図３ａに示された針の実施形態の斜視図を示す。
【図４ａ】図４ａは、本発明による、針のさらなる例示的な実施形態の側面図を示す。
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【図４ｂ】図４ｂは、図４ａに示された針の実施形態の斜視図を示す。
【図５ａ】図５ａは、本発明による、針の別の例示的な実施形態の側面図を示す。
【図５ｂ】図５ｂは、図５ａに示された針の実施形態の斜視図を示す。
【図６】図６は、本発明による、システムの例示的な一実施形態の斜視図を示す。

【図１】 【図２】
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【図４ａ】
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【図５ｂ】

【図６】
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